
令和７(2025)年度栃木県きのこ・わさび展示品評会実施要領 

 

第１ 目的 

きのこ及びわさびの栽培技術と品質の向上及び普及宣伝を図るため、展示品評会を開催する。 

 

第２ 主催団体 

栃木県きのこ・わさび展示品評会実行委員会 

構成団体 栃木県 

栃木県特用林産協会 

全国農業協同組合連合会栃木県本部 

栃木県森林組合連合会 

栃木県林業まつり実行委員会 

 

第３ 協賛 

株式会社北研 

森産業株式会社 

株式会社秋山種菌研究所 

株式会社富士種菌 

一般財団法人日本きのこセンター 

 

第４ 開催日及び場所 

品 評 会：令和７(2025)年12月９日（火）栃木県庁本館６階大会議室１ 

展示即売会：       12月10日（水）栃木県庁本館１階ロビー 

表 彰 式：令和８(2026)年２月     昭和館正庁（予定） 

 

第５ 行事 

１ 展示品評会 

(1) 品評会と即売会（生しいたけ・乾しいたけ・わさび） 

出品受付  12月９日（火）９時00分～12時00分 栃木県庁本館６階大会議室１ 

品評会審査 12月９日（火）13時30分～15時00分 栃木県庁本館６階大会議室１ 

展示準備  12月10日（水）９時00分～11時00分 栃木県庁本館１階ロビー 

展示    12月10日（水）11時00分～     栃木県庁本館１階ロビー 

即売会   12月10日（水）11時30分～     栃木県庁本館１階ロビー 

(2) 普及宣伝 

森林（もり）の市開催（木炭、たけのこ加工品等販売） 

とちぎ未来大使による受賞作品のPR 

きのこレシピの配布 

(3) 協賛種菌メーカーの展示 

きのこ種菌・資材等の展示 

２ 表彰式 

日時及び場所については栃木県から入賞者宛て別途通知 

 

第６ 展示数量 

１ 生しいたけ   約145点 

２ 乾しいたけ   約 45点 

３ わさび     約 20点（葉わさび10点、根わさび10点） 

４ その他きのこ類等は、参考品として展示する。 

 



 

第７ 開催方法 

１ 審査委員長は、きのこ展示品評会については特用林産協会きのこ振興部会長を、わさび展示

品評会については特用林産協会わさび振興部会長をもって充てる。 

２ 審査員は名簿のとおりとする。 

 

第８ 出品及び審査 

出品及び審査については、「令和７(2025)年度栃木県きのこ・わさび展示品評会出品要領」及び

「令和７(2025)年度栃木県きのこ・わさび展示品評会審査規程」によるものとする。 

 

第９ 褒賞 

１ 審査の結果、成績優秀なものに対し次の褒賞を授与する（出品区分ごとの褒賞は下記のとお

り）。 

(1) 農林水産大臣賞        １点 

(2) 林野庁長官賞         ３点 

(3) 栃木県知事賞         ４点 

(4) 特別賞            ５点以内 

(5) 環境森林部長賞        ４点 

(6) 各協力団体長賞        10点 

(7) 実行委員会委員長賞      16点 

２ 入賞は、部門毎に生産者１人につき１点とする。 

３ 本品評会において、生しいたけの部における過去３年以内の農林水産大臣賞受賞者及び乾し

いたけの部における過去２年以内の林野庁長官賞受賞者で、それぞれの部門に優秀品を出品し

た者に特別賞を授与する。 

 

第10 出品物の取扱い 

１ 出品物は、きのこ・わさび展示品評会実行委員会が寄附を受け、一般の観覧に供した後、即

売会にて販売する。 
２ 即売会において販売した出品物の売上金は、展示品評会経費に充てる。 

 
第11 運営について 

運営に係る経理については、実行委員会事務局が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪褒賞数≫                                    (点) 

褒賞 

出品区分 

原木 

生しいたけ 

菌床 

生しいたけ 
乾しいたけ わさび 計 

農林水産大臣賞 １   １ 

林野庁長官賞 １ １ １  ３ 

栃木県知事賞 １ １ １ １ ４ 

特別賞 ３以内 ２以内  ５以内 

環境森林部長賞 １ １ １ １ ４ 

各協力団体長賞 ４ ３ ３ 10 

実行委員長賞 10 ３ ３ 16 

 

※ 次に掲げる基準のいずれかに該当し、かつ経営主の配偶者の貢献度が高いと認められる場合に

あっては夫婦連名で表彰することができる。但し、農林水産祭参加行事の農林水産大臣賞に限る。 

１ 家族経営協定を締結していること。 

２ 資料等において経営主の配偶者の作業分担、従事日数等が概ね５割に達していると確認でき

ること。 

３ 環境森林事務所並びに森林管理事務所又は農林漁業についての類似の普及指導組織等によ

る意見書が添付されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７(2025)年度栃木県きのこ展示品評会 審査員名簿 

審査委員長 栃木県特用林産協会きのこ振興部会長 塩谷 健之 

審査員 栃木県特用林産協会きのこ振興副部会長 福田 賢一 

〃 〃 青木 伸佳 

〃 全国農業協同組合連合会栃木県本部 小森 正幸 

〃 栃木県森林組合連合会 大嶋 康平 

〃 
栃木県環境森林部林業木材産業課 

きのこ振興担当課長補佐 
粕谷 嘉信 

〃 栃木県林業センター研究部 主任研究員 石川 洋一 

 

 
令和７(2025)年度栃木県わさび展示品評会 審査員名簿 

審査委員長 栃木県特用林産協会わさび振興部会長 山本 雄一郎 

審査員 栃木県特用林産協会わさび振興副部会長 須藤 昭寿 

〃 全国農業協同組合連合会栃木県本部 小森 正幸 

〃 栃木県森林組合連合会 大嶋 康平 

〃 
栃木県環境森林部林業木材産業課 

きのこ振興担当課長補佐 
粕谷 嘉信 

〃 栃木県林業センター研究部 主任研究員 石川 洋一 

 


